
 

地方自治法第１９９条第１４項の規定により，令和４年度定期監査(前期)の結

果に基づき講じた措置について，これを公表する。 

 

　　　令和５年１０月２７日 

 

                                    　　　　　   　神栖市代表監査委員 

      　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　  　 池 田 　 誠 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



　総 第 ３ ９ 号 

令和５年１０月２６日 

 

 

神栖市監査委員　池田　　誠　様 

神栖市監査委員　石井　由春　様 

 

 

神栖市長　石田　進　　 

 

 

監査の結果に基づき講じた措置状況について（通知） 

 

　このことについて，地方自治法第１９９条第１４項の規定により下記の報告に

係る措置状況を別紙のとおり通知します。 

 

記 

 

１　対象監査報告 

　　　令和５年１月１３日付監第２９号報告



 

令和５年１月１３日付監第２９号報告に基づき講じた措置状況について 

 

【総務課】 

 

【総務課・行政経営課・職員課】 

 番号 指摘事項 措置状況

 

①

いじめ問題再調査委員会について

は，前回の定期監査において事例研究

をする等検討するよう意見したとこ

ろである。総務課からの措置状況にお

いて，事例研究を行えるよう研究する

との報告を受けたが，事例研究は行わ

れていないように見受けられる。事例

研究により，どういったケースで，ど

のような検証，提言を行ったのかなど

の有用な情報が得られるはずである。 

いじめ問題は，被害者，加害者を問

わず，家族や関係者にとって将来に渡

り大きな影響を及ぼす重大な事項で

あるため，適時適切に事案に対処でき

るよう準備されたい。

いじめ問題再調査委員会につきま

しては，当市において対象事案が発

生していないことから会議の開催実

績はありません。 

このことから，他自治体における

当該委員会に関する事例の情報を収

集しており，今後必要に応じて当市

の委員とも情報の共有に努めてまい

ります。

 番号 指摘事項 措置状況

 

①

契約方法については，地方自治法施

行令等により示されているが，特命随

意契約については，複数事業者との競

争がないことから事業者の選定プロ

セスや契約内容が不透明になりがち

である。 

事業者の選定理由について漫然と

前例を踏襲していないか，決裁者に理

解されているかなど，疑問に感じる部

分もある。特に特定の事業者しか請け

負えないとするには，精査が求められ

る。 

過去の例にとらわれることなく，真

契約方法につきましては，競争入

札を原則としておりますが，特命に

よる随意契約を締結するに当たって

は，今後も事業の専門性，緊急性な

ど特命にする明確な根拠に基づき適

正な契約締結の確保に努めてまいり

ます。 

 

 



 

 

【行政経営課】 

 に随意契約が最も適当かどうか検討

し，やむを得ず特命随意契約する場合

には，複数事業者での競争ができない

のか熟慮のうえで契約されたい。

 番号 指摘事項 措置状況

 

①

マイナンバーカードの活用につい

ては，平成２８年度から住民票等証明

書のコンビニ交付を実施している。現

在は電子証明機能を活用したオンラ

イン申請の拡大を検討しているとの

ことだが，個人情報管理に留意しなが

ら，さらなる利便性の向上に取り組ま

れたい。

国が運営するオンライン申請サー

ビスである「ぴったりサービス」を

活用し，令和５年２月から転出届の

手続きについて，また，令和５年４

月から，児童手当の受給資格申請等

の子育て関連手続きや，要介護認定

申請等の介護関連の手続きについ

て，マイナンバーカードの電子証明

機能を活用したオンライン申請を開

始したところです。 

今後においても，情報セキュリテ

ィを厳守しながら，市民の利便性向

上に繋がるさらなるオンライン申請

の拡大を図ってまいります。

 

②

ＤＸへの取り組みについては，国の

計画を踏まえ，基幹業務システムの標

準化やオンライン申請の拡大，業務効

率化ツールの導入拡大等を内容とす

る「(仮称)神栖市ＤＸ推進計画」の策

定を進めている。 

　この計画を着実に実施することに

より，業務の効率アップ，省力化を進

め，市民の利便性向上や人件費削減に

取り組まれたい。

神栖市ＤＸ推進計画を令和５年４

月に策定いたしました。 

今年度は，基幹業務システムの標

準化やオンライン申請の拡大，デジ

タルデバイド対策としてシニア向け

スマホ講座の開催など市民サービス

向上に向けた取組みを進めるととも

に，ＲＰＡやＡＩ－ＯＣＲといった

業務効率化ツールの活用や，文書管

理等においては電子決裁をはじめ，

不要な書類の廃止や保管文書の電子

化によるペーパーレス化に取組み，

業務効率の向上，省力化を進めてお

ります。



 

【職員課】 

 

　③

国の示した「新地方行革指針による

地方改革の推進」に対応するため，当

市では平成１８年度に行政改革推進

課を設置し，行政改革大綱やその実施

計画を策定した。 

計画期間である平成１８年度から

２１年度までの４年間で８０億円の

支出削減に繋がる成果があったとの

ことであるが，平成２２年度以降の成

果が不透明である。この間の取組みを

再度検証されたい。

平成２１年度の神栖市行政改革大

綱の計画期間終了後につきまして

は，継続して行財政改革を進めるた

め，平成２２年度から２６年度まで

を期間とした第二次行財政改革大綱

を策定し，５５のプランに取り組み

ました。結果，指定管理者制度の拡

大（８施設）や，一般競争入札範囲

の拡大，職員８１人削減（６６５人

→５８４人）などを達成したところ

です。 

その後，平成２７年度から平成３

０年度までは第三次行財政改革大綱

の取り組みを進め，第２次までの量

の改革だけでなく質の改革に重点を

シフトし，こども園化の推進，防災

士資格保有者の７１人増（５２人→

１２３人）による地域防災力の充実

強化や福祉総合支援体制の構築など

サービスの向上に繋がる改革を進め

たところです。

 番号 指摘事項 措置状況

 

①

職員派遣受入事業については，派遣

先で培った知識，経験等を個人の財産

に留めるのではなく，組織の財産とし

て活用されることが肝要である。 

しかし，組織の財産となっている

か，派遣された職員は学んだ知識やノ

ウハウを積極的に伝えられているか，

また，周囲の職員は彼らから貪欲に学

び取ろうとしているのか，やや疑問に

感じるところである。 

この事業を意義深いものとするた

め，改めてこれらを意識させる工夫が

派遣職員（実務研修生）について

は，公募により希望者を募り，茨城

県等へ実務研修生として派遣し，各

分野で培った能力等を，派遣関係部

署で活かしているところでありま

す。 

また，茨城県等からの受け入れ職

員は，茨城県職員を政策企画部門へ

政策監として受け入れ，学力向上・

義務教育の充実を図る目的により，

茨城県教育委員会から指導主事を受

け入れており，市職員にとっては，



 

【課税課】 

 必要ではないかと考える。 派遣職員の持つ知識やノウハウを吸

収できる機会であると考えておりま

す。

 

②

人事評価制度は，職員の配置，処遇，

育成等を決定する根拠となるもので

ある。これらに評価結果を適正に反映

させることにより，職員のモチベーシ

ョンが向上し，組織の活性化，組織力

の向上に繋がることから，当制度は組

織には必要不可欠なものと考える。 

　評価にあたっては，何より公平公正

であること，そして，透明感，納得感

があることが強く求められるもので

ある。そのため，今後とも職員研修や

実施方法の検討・見直しを継続し，よ

りよい制度を構築されたい。

人事評価制度は，地方公務員法に

基づき，実力・実績主義を実現する

ための制度であり，国の要請により

運用してまいりました。 

今後につきましても，職員一人ひ

とりのモチベーションの向上，組織

と個人レベルでのさらなる能力向

上，また業績向上を実現できる制度

の構築について，国の動向を注視し，

必要に応じた制度の構築・改訂に取

り組んでまいります。 

 

③

休日返上で勤務する職員，また，年

次休暇や特別休暇をほとんど取得し

ていない職員が本監査を通し見受け

られた。 

業務量に見合った適正な職員配置

とすることが理想であるが，それは容

易ではなかろう。与えられた環境で職

員一人ひとりが最大限に力を発揮で

きるよう，働きやすい環境とこれまで

以上のサポート体制の構築に努めら

れたい。

各部署における状況を把握するた

め，人員配置等に関するヒアリング

を実施し，市の事業が適切かつ迅速

に遂行できるよう，また職員一人ひ

とりの適性を考慮しつつ，適材適所

となる配置換え等に努めておりま

す。今後も，職員の健康確保及び職

員一人ひとりのワークライフバラン

スの推進並びに職員の適正配置によ

り，仕事と生活の両立支援に努めて

まいります。

 番号 指摘事項 措置状況

 

①

空中写真撮影により，課税客体の把

握はできているが，現況地目が明確に

ならない場合が少なくない。公平公正

な課税のため，必要に応じて現地確認

を行うなど，より慎重を期されたい。

空中写真につきましては，土地の

地目認定，家屋の新増築や滅失の確

認等，課税客体の捕捉に活用し，関

連資料や現地確認などを組み合わ

せ，現況地目の把握を行っておりま

す。



【納税課】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 番号 指摘事項 措置状況

 

①

個人市民税の収納率は，平成２５年

度に県内４４市町村のうち最下位で

あったが，平成２９年度に３０位，令

和３年度に２２位と着実に上昇して

いる。収納率向上のためには早期の収

納対策が重要であるが，督促状発送時

に電話催告，その後に一斉催告を行う

などの対策を講じている。 

令和４年１０月からは金融機関の

窓口に出向く必要のないＷeb 口座振

替受付サービスを開始し，利便性の向

上に繋がったと考えられる。今後も

様々な施策により，収納率向上に尽力

されたい。

令和５年度より自動音声による電

話催告を導入し，着信率の高い時間

帯に催告するなど，効率的かつ効果

的な催告を行っております。 

また，多様な納付機会の提供によ

る収納率向上を目的とし，新たに納

付書にＱＲコードを記載しました。

これにより，従来の納付方法に加え，

クレジットカードやインターネット

バンキング等の電子納付及び全国の

ＱＲコード対応の金融機関での窓口

納付を可能としました。



選 第 ３ ０ 号 

令和５年１０月２６日 

 

 

神栖市監査委員　池田　　誠　様 

神栖市監査委員　石井　由春　様 

 

 

神栖市選挙管理委員会委員長　伊藤　武秀　　 

 

 

監査の結果に基づき講じた措置状況について（通知） 

 

　このことについて，地方自治法第１９９条第１４項の規定により下記の報告に

係る措置状況を別紙のとおり通知します。 

 

記 

 

１　対象監査報告 

　　　令和５年１月１３日付監第２９号報告



 

令和５年１月１３日付監第２９号報告に基づき講じた措置状況について 

 

【選挙管理委員会】 

 番号 指摘事項 措置状況

 

①

これまで各種の選挙啓発事業を実

施し，投票率アップを目指してきた努

力は感じとれる。しかし，現実として

は，投票率は低下の一途をたどってい

る状況である。その理由の一つとし

て，選挙に行っても世の中は変わらな

いという意見を持つ人が多いことが

挙げられる。 

直近の国政選挙や地方選挙におい

ても神栖市民の投票率は全て５０パ

ーセント以下で，投票率は低下傾向に

あり，非常に由々しき問題である。 

国の選挙制度改革に先駆けて，地方

自治体にできる政治参画の重要性を

ＰＲする啓発事業から始めてはどう

だろうか。例えば，枠にとらわれない

プロモーション動画を導入するなど，

若年層の参画意欲を駆り立てる方策

も有効であると考える。

投票率向上については，中・長期

的なプランではありますが，小・中・

高校生を対象とした選挙出前講座を

実施しているところで，昨年度は県

全体で１２校で実施した中，そのう

ち当市は５校，約４００名の児童・

生徒を対象に実施いたしました。今

年度は，県全体で２０校で実施予定

のところ，そのうち当市は８校，約

７００名の児童・生徒を対象に実施

を予定しているところで，例年より

早く学校に対し出前講座のご案内を

した結果，多くの問い合わせをいた

だき，大変好評をいただいていると

ころです。 

出前講座を行った学校の児童らか

らは「子どもも親と一緒に選挙に行

けることを知ってビックリした」「投

票の方法を学べてよかった」「次，選

挙があるときは家族と一緒に投票所

に行きたい」などのコメントをいた

だいており，投票所の雰囲気を幼い

頃から経験することで，有権者とな

った際，心理的な抵抗がなく，投票

所に足が向くのではないかと考えて

おります。 

また，今年度の新たな取組みとし

て，中学生を対象に政治や選挙に対

する関心を高め，選挙制度について

理解を深めてもらうことを目的に，

中学校の生徒会選挙を選挙管理委員



 

 会が支援を行いました。立候補する

生徒が掲載された選挙用ポスターや

選挙公報について，学校へ何度も伺

い，生徒会と調整をしながら作成を

行ったほか，選挙をより身近に感じ

てもらうため，投票の際に実際に使

用する投票箱や記載台といった選挙

物品の貸し出しを行いました。 

選挙出前講座や生徒会選挙の支援

など，このような継続的な取組みが，

投票率低下の一因として考えられる

若年層の投票率向上につながるもの

と考えております。


